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令和７年度東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリーン水素）について  

 

 

株式会社東京商品取引所（以下「東京商品取引所」といいます。）は、昨年度に引き続き、東京都が

実施する「東京都グリーン水素トライアル取引事業」の協定事業者に選定され、昨年５月から３回の

東京都グリーン水素トライアル取引を実施しています。 

この度、本事業の一環として、昨年１０月に稼働開始した東京都京浜島グリーン水素製造所で製造

された“東京都産グリーン水素”を対象として、「東京都グリーン水素トライアル取引（京浜島グリー

ン水素）」を初めて実施することとし、本日より、JPX のウェブサイト上の「東京都グリーン水素ト

ライアル取引事業特設サイト」において、制度の詳細を公表するとともに、グリーン水素の利用希望

者を対象に本事業への登録申込の受付を開始します。 

 

東京商品取引所は、昨年度より JPX グループが有する市場運営の知見を活かして、東京都ととも

に「東京都グリーン水素トライアル取引事業」の制度設計及び実施運営を行ってまいりました。今後

も、トライアル取引の事例を積み重ねながら取組を拡大して参ります。 

 

 

 

【関連リンク】 

 東京都グリーン水素トライアル取引事業特設サイト 

https://www.jpx.co.jp/hydrogen/index.html 

 

 

以 上 

 
【本件に関するお問合せ先】 

株式会社東京商品取引所 総合業務室 

電話：０３－３６６６－０１４１（代表） 

E-mail：tokyo-greenhydrogen@jpx.co.jp 


